
と   き 令和６年5月29日（水）午後６時30分～

ところ 菊川公民館　

令和６年度

菊川公民館

第１回菊川公民館運営審議会



１ 菊川公民館主
平城公民館長

２ 運営審議会長、副会長選出

会 長 （ ）

副 会 長 （ ）

３

（１） 令和６年度愛南町教育基本方針等について

（２）

（３） 令和６年度菊川公民館事業計画（案）について

（４） 公民館事業点検評価について

（５） その他

４

５ 閉 会 あ い さ つ 運 営 審 議 会 長

そ の 他

第 １ 回 運 営 審 議 会 次 第

藤 村 雄 二開 会 あ い さ つ

議 題

令和６年度菊川公民館基本方針、重点目標（案）について

前 田 和 紀













１．基本方針

２．重点目標

①未来を拓く「人づくり」を進める公民館

②持続可能な「地域づくり」に取り組む公民館

③「学びの拠点」としての機能を発揮する公民館

④人・モノ・ことをつなぎ、「コーディネート」する公民館

⑤住民の「家庭教育支援」のよりどころになる公民館

⑥「青少年・若年層」の地域づくり参画を仕掛ける公民館

⑦「地域学校協働活動」を推進する公民館

⑧安全・安心な地域づくりのための「地域防災」拠点となる公民館

⑨生涯にわたる「健康づくり」と生きがいの充足を図る公民館

⑩すべての人が安心して暮らせる「共生社会」を目指す公民館

⑪「地域課題解決型」の学びを実践する公民館

⑫「情報」の集約と発信により地域に活力をもたらす公民館

⑬地域の「伝統・文化」を継承・保存し、図書活動を充実させる公民館

⑭社会に貢献する「ボランティア」を推進する公民館

⑮多様な「資金調達」手法の活用を図る公民館

⑯多様な主体と連携・協働し、「ネットワーク型行政」を実践する公民館

３．成果目標

(１) 持続可能な「地域づくり」に取り組む公民館

(２)「地域学校協働活動」を推進する公民館

令和６年度菊川公民館基本方針・重点目標（案）

　住民の生涯学習とコミュニティ推進の場として、各種団体や地域住民と
協力しながら地域に密着した公民館活動を展開するため、学校、家庭、地
域が連携して次世代を担う子どもたちの健全育成と文化活動の支援、ス
ポーツ等を通じて健康増進を図り、人権・同和教育の推進に努める。
　また、住みよい地域づくりのために住民の連携と自治意識を高めなが
ら、豊かな心と文化を育むための人づくりを推進する。

(３) 生涯にわたる「健康づくり」と生きがいの充足を図る公民館 　　　

　愛媛県公民館連合会が掲げる「公民館を発展させるための16の目標
（公民館版SDGｓ）」を重点目標とし、事業を計画・実施する。
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主催・共催・合同事業

☆ 常会対抗スポーツ大会

☆ グラウンドゴルフ大会

☆ 四季の花✿運動

☆ 老人講座

☆ 婦人講座

☆ 成人講座

☆ 児童講座

☆ レクリエーション大会

☆ 人権・同和教育講座

☆ ふるさとまつり

☆ 菊川地区行事

☆ 菊川地区クリーン作戦

☆ 各種機関団体行事

☆ 菊川地区盆踊り

☆ 菊川地区敬老行事

☆ 菊川婦人会

☆ 菊川老人クラブ

協 力 事 業
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番号 子どもの居場所づくり 新規・継続 目標

1 継続 地域づくり

2 継続 学び

3 ○ 継続 地域学校

4 継続 健康

5 ○ 継続 地域学校

6 継続 地域づくり・健康

7 ○ 継続 ボランティア

8 継続 地域づくり

9 ○ 継続 地域学校

10 継続 健康

11 ○ 継続 地域学校

12 継続 地域づくり・健康

13 ○ 継続 地域学校

14 継続 健康

15 継続 地域防災

16 ○ 継続 伝統

17 継続 青少年

18 ○ 継続 地域学校

19 ○ 継続 地域学校

20 継続 学び

【集計表】

継続事業 新規事業 合計

20 0 20

【目標別集計表】

①人づくり ②地域づくり ③学び ④コーディネート

4 2

⑤家庭 ⑥青少年 ⑦地域学校 ⑧地域防災

1 7 1

⑨健康 ⑩共生社会 ⑪地域課題 ⑫情報

5

⑬伝統 ⑭ボランティア ⑮資金調達 ⑯ネットワーク 合計

1 1 22

人権・同和教育学習会

避難・消火訓練

菊川ふるさとまつり

お魚さばき教室

ボルダリング体験教室

菊川レクリエーション大会

ウォーキング講座

椅子ヨガ教室

バスボム作り教室

常会対抗グラウンドゴルフ大会

クリーン作戦

四季の花✿（ひとはな）運動

料理教室・レクリエーション交流

健康体操

ドローン体験教室

菊川地区グラウンドゴルフ大会

花植え交流

こども工作教室

令和６年度菊川公民館事業一覧

事業名

婦人会一日研修

婦人会料理教室
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月 日 事　業　名 時 間 場　　所 対　象　者 主催・共
催・協力

4 10 ホウ酸ダンゴ作り① 13:00 菊川公民館 婦人会 協力

2 四季の花✿運動（草引き） 13:00 自在園花壇 ボランティア 主催

11 料理教室① 12:30 菊川公民館 婦人会 主催

中止 菊川グラウンドゴルフ大会① 9:30 菊川グランド 一般 主催

21 四季の花✿運動（花植え） 13:00 自在園花壇 ボランティア 主催

29 第１回運営審議会 18:30 菊川公民館 運審委員 主催

料理教室② 13:00 菊川公民館 婦人会 主催

椅子ヨガ教室 13:30 菊川公民館 高齢者 主催

クリーン作戦  7:30 国道、海岸 常会、団体、小中学生 地域合同

常会対抗グラウンドゴルフ大会 13:30 菊川グランド 常会 主催

こども工作教室 9:30 菊川公民館 小学生 主催

バスボム作り教室 13:30 菊川公民館 高齢者 主催

料理教室・レクリエーション交流 8:30 菊川公民館 小学生・高齢者 主催

伝統芸能（口説き）・民謡講習 19:30 菊川公民館 青年部他、一般 協力

地区盆踊り 18:00 菊川公民館 常会 協力

ふるさとまつり打合せ会 19:00 菊川公民館 関係者、団体 地域合同

ホウ酸ダンゴ作り② 13:00 菊川公民館 婦人会 協力

菊川地区敬老会 9:00 菊川公民館 高齢者 協力

健康体操／人権・同和教育学習会 13:30 菊川公民館 高齢者 主催

ドローン体験教室（合同） 13:30 菊川体育館 小学生 共催

お魚さばき教室 19:00 菊川公民館 一般 主催

菊川グラウンドゴルフ大会② 9:30 菊川グランド 一般 主催

第２回運営審議会 18:30 菊川公民館 運審委員 主催

避難・消火訓練 14:00 菊川公民館 高齢者 主催

花植え交流 14:00 菊川公民館 小学生・高齢者 主催

婦人会一日研修／人権・同和教育学習会 8:00 婦人会 主催

ウォーキング講座 13:00 菊川公民館 一般 主催

第41回菊川ふるさとまつり 9:00 菊川公民館 一般 地域合同

レクリエーション大会打合せ会 19:00 菊川公民館 運審委員 主催

ボルダリング体験教室（合同） 9:30 赤水体育館 小学生 共催

料理教室③ 13:00 菊川公民館 婦人会 主催

第5回菊川レクリエーション大会 9:00 菊川体育館 一般 主催

3 第３回運営審議会 18:30 菊川公民館 運審委員 主催

定期実施事業　四季の花✿運動、老人クラブ定例会、婦人会活動、菊川俳句会、公民館だより発行

2

1

11

12

10

9

令和６年度菊川公民館主催・共催・協力事業計画（案）

8

5

6

7
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■公民館運営審議会スケジュール（年３回開催） 

 

１ 第１回運営審議会（５月中開催） 

 【議題】 

  (1) 令和６年度愛南町教育基本方針・社会教育基本方針等について（報告） 

  (2) 令和６年度菊川公民館基本方針・重点目標（案）について 

  (3) 令和６年度菊川公民館事業計画（案）について ※ 

  (4) 公民館事業点検評価について（報告） 

→ ３月運審で評価を受けた前年度事業について結果を報告し、公民館事業「 

点検・評価」の流れを説明する。当該公民館の課題点を共有して、第２回 

運審までに課題点に対する改善策等の検討を依頼する（事業提案も含む）。 

            

２ 第２回運営審議会（11月中開催） 

 【議題】 

  (1) 令和６年度事業実施状況について 

        → 当年度の上半期の事業実施状況を報告する。 

  (2) 次年度実施事業について（協議） 

        → 次年度の目標・事業計画案を作成して委員に提示する。委員から意見を 

聴取し、必要であれば事業計画の修正等を行う。 

            

        当初予算査定資料の作成 

 

３ 第３回運営審議会（３月中開催） 

 【議題】 

  (1) 令和６年度菊川公民館事業実施報告及び点検評価について 

        → 当年度の実施事業について、「公民館事業マネジメントシート」

を作成する。 

（シートは２月中頃までに完成させ、事前に委員に送付して会議までに 

回収し、会議資料を作成する。） 
 

 《課題の洗い出し》  

      例) 花いっぱい運動の参加者が少なくなり、花の管理など職員の負担が 

大きく継続が難しい。等々 ⇒ 運審で改善策の検討 

    

     ※点検評価で洗い出された課題に対して改善策を検討する。 

 

 (2) 令和７年度事業計画（案）について（報告） 


